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〇特定調達契約に係る一般競争入札の公告 
さいたま市公告（調達）第１０５号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。 
令和７年１１月１７日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
消防団消防ポンプ自動車 ４台 

⑵ 納入場所 

  さいたま市浦和区常盤６－１－２８ さいたま市消防局 

⑶ 特質等 
入札説明書及び仕様書のとおり 

⑷ 納入期限 
令和９年２月５日 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
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本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 
⑴ 令和７年度さいたま市の特定調達契約に係る物品等の競争入札の参加資格に関する審査を受け、

業種表・営業品目一覧のうち、業務区分「販売」、営業品目「車輌・船舶・バイク・自転車」の資

格を有すると認められた者であること。なお、令和７・８年度さいたま市競争入札参加資格者名

簿（物品等）（以下「名簿」という。）に同営業品目で登載されている者については、この審査を

受けたものとみなす。名簿に登載のない者（当該営業品目について登載がない者を含む。）は、さ

いたま市財政局契約管理部契約課に所定の様式により、令和７年１２月１日（月）までに資格審

査の申請を行うこと。 
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 
⑶ 本入札の公告日から開札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

 ⑸ 開札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

３ 入札手続の方法 
  本入札は、さいたま市物品調達等電子入札運用基準（令和７年さいたま市制定）に基づき、入札

手続を埼玉県電子入札共同システム（以下「電子入札システム」という。）により行う。電子入札シ

ステムで利用可能な電子証明書（ＩＣカード）を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了し

ている者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。 
４ 入札説明書の交付 

さいたま市ホームページ及び埼玉県入札情報公開システムに掲載する。 
⑴ 交付期間 

告示の日から令和７年１２月８日（月）まで 

⑵ 交付費用 

 無償 
５ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、競争入札に付する購入物品ごとに入札参加申込及び入札参加資格

の確認審査（以下「確認審査」という。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者

であっても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

入札説明書に記載のとおりとする。 
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⑵ 受付期間 
公告の日から令和７年１２月８日（月）午後５時１５分まで 

６ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 
入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより通知する。なお、電子入札システムにより

通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

担当 物品契約係 電話 ０４８（８２９）１１８１ 
⑵ 交付日時 

令和７年１２月１８日（木）及び令和７年１２月１９日（金）午前８時３０分から午後５時１

５分まで 
⑶ その他 

郵送希望者については、５の書類提出時において返信用封筒に１１０円切手を貼付し、申し出

た場合のみ受け付けるものとする。 
７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札書の提出方法及び提出期間 

ア 提出方法 
  原則として電子入札システムにより行うこと。なお、入札に参加を希望するものが電子入札

システムにより入札参加を行うことが出来ない場合は、郵送または持参による紙での入札を受

け付ける。 
イ 提出期間 

    令和８年１月８日（木）午前８時３０分から令和８年１月１３日（火）午後５時まで（持参

の場合は、さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項

に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで。郵送

の場合は、提出期間内必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。） 
ウ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先 

   〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達

課 物品契約係 
⑶ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和８年１月１４日（水）午後２時００分 

イ 場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市西会議棟１階第１入札室 
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⑷ 入札保証金 
見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑹ 入札の無効 

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１５条に

該当する入札は無効とする。 

⑺ 契約事務を担当する課（問合せ先） 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 
電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

８ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

要 
９ その他 

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 
⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書等の交付及び申請場所 

ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書等の交付 
ホームページからダウンロードできる。また、さいたま市財政局契約管理部契約課において

無償で交付する。 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/010/005/p015031.html 

イ 申請場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

ウ 受付時間 

休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

１０ Summary 

⑴ Contract for tender:  

Pumper Fire Truck，4 Units 

⑵ Date and time of tender: 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/010/005/p015031.html
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html
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    From January 8, 2026, 8:30 a.m. to January 13, 2026, 5:00 p.m. 

⑶ Date and time of bid opening: 

   January 14, 2026, 2:00 p.m. 

⑷ Contact point for the notice: 

Procurement Division, Contract Management Department, Finance Bureau, Saitama City 

6-4-4, Tokiwa, Urawa Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 330-9588, Japan 

Tel: 048-829-1181 

 

さいたま市公告（調達）第１０６号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。 
令和７年１１月１７日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
さいたま市立病院輸液ポンプほか賃貸借 

⑵ 借入場所 
さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市立病院 

⑶ 業務概要 
入札説明書のとおり 

⑷ 借入期間 
令和８年２月１日から令和１４年１月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 令和７年度さいたま市の特定調達契約に係る物品等の競争入札の参加資格に関する審査を受け、

業種表・営業品目一覧のうち、業務区分「賃貸」、営業品目「医療機器」の資格を有すると認めら

れた者であること。なお、令和７・８年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品等）（以下「名

簿」という。）に同営業品目で登載されている者については、この審査を受けたものとみなす。名

簿に登載のない者（当該営業品目について登載がない者を含む。）は、さいたま市財政局契約管理

部契約課に所定の様式により、令和７年１１月２５日（火）までに資格審査の申請を行うこと。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 
⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 
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⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

 ⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑹ 本入札の公告日において、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法

律（昭和３５年法律第１４５号）に基づく高度管理医療機器等の貸与業の許可を受けている者で

あること。 
⑺ 国（独立行政法人含む。）又は地方公共団体と履行期間が５年以上の同種の賃貸借契約を２回以

上にわたって締結し、これらについて、令和５年４月１日以降において履行を完了したもの又は

公告日現在において１年を超えて履行中のものを有する者であること。 

３ 入札手続の方法 

本入札は、さいたま市物品調達等電子入札運用基準（令和７年さいたま市制定）に基づき、入札 

手続を埼玉県電子入札共同システム（以下「電子入札システム」という。）により行う。電子入札シ 

ステムで利用可能な電子証明書（ＩＣカード）を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了し 

ている者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。 

４ 入札説明書の交付 
入札情報公開システムに掲載する。 

 ⑴ 交付期間 
告示の日から令和７年１２月１７日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年 

さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前８時３ 
０分から午後５時１５分まで） 

⑵ 交付費用 
   無償 
５ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と 
いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確 
認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類及び提出方法 

入札説明書に記載のとおりとする。 
⑵ 受付期間 

告示の日から令和７年１２月１７日（水）まで（休日を除く午前８時３０分から午後５時１５ 
分まで） 

６ 競争入札参加資格の確認通知 
入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより交付するものとする。なお、電子入札シス

テムにより通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健衛生局市立病院病院経営部病院財務課 
担当 調達係 電話 ０４８（８７３）４２７４ 

⑵ 交付日時 
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令和７年１２月２４日（水）午前８時３０分から午後５時１５分まで 
⑶ その他 

郵送希望者については、５の書類提出時において返信用封筒に１１０円切手を貼付し、申し出 
た場合のみ受け付けるものとする。 

７ 入札手続等 
⑴ 入札方法 

単価（月額）で行う。入札金額は、賃借料１月当たりの額を記入すること。なお、落札決定に

当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落

札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

 ⑵ 入札書の提出方法及び提出期間 

ア 提出方法 

    原則として電子入札システムにより行うこと。なお、入札に参加を希望する者が電子入札シ 

ステムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送又は持参による紙での入札を受け付 

ける。 

イ 提出期間 

令和７年１２月２４日から令和８年１月５日まで（持参の場合は、休日を除く午前８時３０ 

から午後５時１５分まで。郵送の場合は、提出期間内必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵 

便により提出すること。） 

ウ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先 

    〒３３６－８５２２ さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健衛生局市立病院病 

院経営部病院財務課 

⑶ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和８年１月７日（水）午前１０時００分 

イ 場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健衛生局市立病院病院経営部病院財務課 

⑷ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３ 

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範 

囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健衛生局市立病院病院経営部病院財務課 

電話 ０４８（８７３）４２７４ ＦＡＸ ０４８（８７３）５４５１ 
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８ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

否 
９ その他 

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 
⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書等の交付及び申請場所 

ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書等の交付 
ホームページからダウンロードできる。また、さいたま市財政局契約管理部契約課において

無償で交付する。 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/010/005/p015031.html 

イ 申請場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

ウ 受付時間 

休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市保健衛生局市立病院病院経営部病院財務課及びホームページにおい

て閲覧できる。 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

１０ Summary 

⑴ Contract for tender:   

Infusion pumps and related equipment for Saitama Municipal Hospital 

⑵ Date and time of tender: 

January 7,2026,10:00 a.m. 

⑶ Contact point for the notice: 

Finance Division, Department of Hospital Administration, City Hospital, Bureau of 

Health and Hygiene, Saitama City 

2460 Mimuro, Midori Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 336-8522, Japan 

Tel: 048-873-4274 

 

 

○特定調達契約の落札者等の公示 

さいたま市公告（調達）第１０７号 

次のとおり落札者等について公示します。 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/010/005/p015031.html
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html
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令和７年１１月１７日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

「掲載事項」 

①案件番号 ②物品等又は特定役務の名称及び数量 ③契約に関する事務を担当する組織の名称及び

所在地 ④落札者又は随意契約の相手方を決定した日 ⑤落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住

所（法人の場合はその名称及び所在地） ⑥落札金額又は随意契約に係る契約金額 ⑦契約の相手方

を決定した手続 ⑧公告又は公示をした日 ⑨随意契約によることとした理由 

 

①１０７－１ ②さいたま市障害福祉システム就労選択支援に係る改修業務 ③さいたま市福祉局障

害福祉部障害福祉課 さいたま市浦和区常盤６－４－４ ④令和７年７月３０日 ⑤富士通Ｊａｐａ

ｎ株式会社首都圏事業部（埼玉） シニアディレクター 佐藤拓 さいたま市大宮区桜木町１－１１

－２０ ⑥６５，３７３，０００円 ⑦随意契約 ⑨地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続

の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）第１１条第１項第１号該当 

 

 

〇競争入札参加資格審査に関する告示 

さいたま市告示第１６８１号 

さいたま市水道局告示第１５９号 

令和７・８年度のさいたま市及びさいたま市水道局における競争入札の参加資格に関する追加受付

の審査結果について、次のとおり公表する。 

令和７年１１月４日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

さいたま市水道事業管理者 小 島 豪 彦 

 

競争入札参加有資格者数（令和７年１１月１日名簿新規登載分） 

 市内 県内 県外 合計 

物品等 ７ ４ ３４ ４５ 

※主たる営業所の所在地による 

 

 

〇一般競争入札の告示 

さいたま市告示第１７１１号 

次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行

令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

令和７年１１月１３日 
さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 
⑴ 件名（物品の購入） 
  さいたま市住居地等記録用端末機器等一式 
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⑵ 納入場所 

市が指定する場所 
⑶ 数量・特質等 

入札説明書及び仕様書のとおり 
⑷ 納入期限 

令和８年１月３０日 
２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 
⑴ 本入札の告示日において、令和７・８年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品等）（以下

「名簿」という。）の業種表・営業品目一覧のうち、業務区分「販売」、営業品目「ＯＡ機器・用

品」で登載され、かつ、市内に本店又は本市との契約権限を有する支店若しくは営業所を有して

いること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
 ⑶ 本入札の告示日から開札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要 

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から 

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け 

ている期間がない者であること。 
 ⑷ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

 ⑸ 開札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 
３ 入札手続の方法 

本入札は、さいたま市物品調達等電子入札運用基準（令和７年さいたま市制定）に基づき、入札

手続を埼玉県電子入札共同システム（以下「電子入札システム」という。）により行う。電子入札シ

ステムで利用可能な電子証明書（ＩＣカード）を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了し

ている者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。 

４ 入札説明書の交付 
さいたま市ホームページ及び埼玉県入札情報公開システムに掲載する。 

⑴ 交付期間 
告示の日から令和７年１１月２８日（金）まで 

⑵ 交付費用 

   無償 

５ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 
本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と
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いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類及び提出方法 

入札説明書に記載のとおりとする。 
⑵ 受付期間 

告示の日から令和７年１１月２８日（金）午後５時１５分まで 
６ 競争入札参加資格の確認通知 

入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより交付するものとする。なお、電子入札シス

テムにより通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

担当 物品契約係 電話 ０４８（８２９）１１８１ 
⑵ 交付日時 

令和７年１２月４日（木）及び令和７年１２月５日（金）午前８時３０分から午後５時１５分

まで 
⑶ その他 

郵送希望者については、５の書類提出時において返信用封筒に１１０円切手を貼付し、申し出

た場合のみ受け付けるものとする。 
７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札書の提出方法及び提出期間 

ア 提出方法 

   原則として電子入札システムにより行うこと。なお、入札に参加を希望する者が電子入札シ

ステムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送又は持参による紙での入札を受け付

ける。 

イ 提出期間 

令和７年１２月１１日（木）午前８時３０分から令和７年１２月１２日（金）午後５時まで

（持参の場合は、さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条

第１項に規定する休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで。郵送の場合は、提出期

間内必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。） 

ウ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先 

   〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達

課 担当 物品契約係 

⑶ 開札の日時及び場所 
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ア 日時 
令和７年１２月１５日（月）午後２時００分 

イ 場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室 

⑷ 入札保証金 
見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 契約事務を担当する課（問合せ先） 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 
電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

８ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

否 
９ その他 

⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 
⑵ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑶ 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

 

さいたま市告示第１７１２号 

次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行

令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

令和７年１１月１３日 
さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 
⑴ 件名（物品の購入） 
  放課後子ども居場所事業備品の購入（什器類） 

⑵ 納入場所 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html
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さいたま市北区植竹町２－１ さいたま市立植竹小学校 北校舎１階 居場所事業教室 外５

か所 
⑶ 数量・特質等 

入札説明書及び仕様書のとおり 
⑷ 納入期限 

令和８年３月１３日 
２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 
⑴ 本入札の告示日において、令和７・８年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品等）（以下

「名簿」という。）の業種表・営業品目一覧のうち、業務区分「販売」、営業品目「家具」で登載

され、かつ、市内に本店を有していること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
 ⑶ 本入札の告示日から開札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要 

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から 

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け 

ている期間がない者であること。 
 ⑷ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

 ⑸ 開札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 
３ 入札手続の方法 

本入札は、さいたま市物品調達等電子入札運用基準（令和７年さいたま市制定）に基づき、入札

手続を埼玉県電子入札共同システム（以下「電子入札システム」という。）により行う。電子入札シ

ステムで利用可能な電子証明書（ＩＣカード）を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了し

ている者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。 

４ 入札説明書の交付 
さいたま市ホームページ及び埼玉県入札情報公開システムに掲載する。 

⑴ 交付期間 
告示の日から令和７年１２月１日（月）まで 

⑵ 交付費用 

   無償 

５ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 
本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確
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認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類及び提出方法 

入札説明書に記載のとおりとする。 
⑵ 受付期間 

告示の日から令和７年１２月１日（月）午後５時１５分まで 
６ 競争入札参加資格の確認通知 

入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより交付するものとする。なお、電子入札シス

テムにより通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

担当 物品契約係 電話 ０４８（８２９）１１８１ 
⑵ 交付日時 

令和７年１２月８日（月）及び令和７年１２月９日（火）午前８時３０分から午後５時１５分

まで 
⑶ その他 

郵送希望者については、５の書類提出時において返信用封筒に１１０円切手を貼付し、申し出

た場合のみ受け付けるものとする。 
７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札書の提出方法及び提出期間 

ア 提出方法 

   原則として電子入札システムにより行うこと。なお、入札に参加を希望する者が電子入札シ

ステムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送又は持参による紙での入札を受け付

ける。 

イ 提出期間 

令和７年１２月１７日（水）午前８時３０分から令和７年１２月１９日（金）午後５時まで

（持参の場合は、さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条

第１項に規定する休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで。郵送の場合は、提出期

間内必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。） 

ウ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先 

   〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達

課 担当 物品契約係 

⑶ 開札の日時及び場所 
ア 日時 
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令和７年１２月２２（月）午後２時００分 
イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室 
⑷ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 契約事務を担当する課（問合せ先） 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 
電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

８ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

否 
９ その他 

⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 
⑵ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑶ 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

 

さいたま市告示第１７１３号 

次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行

令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

令和７年１１月１３日 
さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 
⑴ 件名（物品の購入） 
  人員輸送車 

⑵ 納入場所 

さいたま市浦和区常盤６－１－２８ さいたま市消防局 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html
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⑶ 数量・特質等 
入札説明書及び仕様書のとおり 

⑷ 納入期限 
令和９年２月２６日 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和７・８年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品等）（以下

「名簿」という。）の業種表・営業品目一覧のうち、業務区分「販売」、営業品目「車輌・船舶・

バイク・自転車」で登載されていること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
 ⑶ 本入札の告示日から開札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要 

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から 

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け 

ている期間がない者であること。 
 ⑷ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

 ⑸ 開札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 
３ 入札手続の方法 

本入札は、さいたま市物品調達等電子入札運用基準（令和７年さいたま市制定）に基づき、入札

手続を埼玉県電子入札共同システム（以下「電子入札システム」という。）により行う。電子入札シ

ステムで利用可能な電子証明書（ＩＣカード）を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了し

ている者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。 

４ 入札説明書の交付 
さいたま市ホームページ及び埼玉県入札情報公開システムに掲載する。 

⑴ 交付期間 
告示の日から令和７年１２月８日（月）まで 

⑵ 交付費用 

   無償 

５ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 
本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類及び提出方法 
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入札説明書に記載のとおりとする。 
⑵ 受付期間 

告示の日から令和７年１２月８日（月）午後５時１５分まで 
６ 競争入札参加資格の確認通知 

入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより交付するものとする。なお、電子入札シス

テムにより通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

担当 物品契約係 電話 ０４８（８２９）１１８１ 
⑵ 交付日時 

令和７年１２月１８日（木）及び令和７年１２月１９日（金）午前８時３０分から午後５時１

５分まで 
⑶ その他 

郵送希望者については、５の書類提出時において返信用封筒に１１０円切手を貼付し、申し出

た場合のみ受け付けるものとする。 
７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札書の提出方法及び提出期間 

ア 提出方法 

   原則として電子入札システムにより行うこと。なお、入札に参加を希望する者が電子入札シ

ステムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送又は持参による紙での入札を受け付

ける。 

イ 提出期間 

令和８年１月８日（木）午前８時３０分から令和８年１月１３日（火）午後５時まで（持参

の場合は、さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項

に規定する休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで。郵送の場合は、提出期間内必

着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。） 

ウ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先 

   〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達

課 担当 物品契約係 

⑶ 開札の日時及び場所 
ア 日時 

令和８年１月１４日（水）午後２時１０分 
イ 場所 
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さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室 
⑷ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 契約事務を担当する課（問合せ先） 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 
電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

８ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

否 
９ その他 

⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 
⑵ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑶ 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

 

さいたま市告示第１７１０号 

さいたま市住居地等記録用端末設置に伴うキッティング等業務について、次のとおり一般競争入札

を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の

６の規定に基づき公告する。 

令和７年１１月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

さいたま市住居地等記録用端末設置に伴うキッティング等業務 

⑵ 履行場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ 外 

⑶ 業務概要 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html
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仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 

契約締結日から令和８年３月３１日まで 
２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 
⑴ 本入札の告示日において、令和７・８年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品等）（以下 

「名簿」という。）の業種表・営業品目一覧のうち、業務区分「電算」、営業品目（大分類）「電算 
業務」内の営業品目（小分類）「ソフトウェア等セットアップ」又は「その他の電算業務」で登載

されている者であること。 
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 
⑷ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが 

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 
⑸ 開札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが 

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 
３ 入札手続の方法 

本入札は、さいたま市物品調達等電子入札運用基準（令和７年さいたま市制定）に基づき、入札

手続を埼玉県電子入札共同システム（以下「電子入札システム」という。）により行う。電子入札シ 
ステムで利用可能な電子証明書（ＩＣカード）を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了し 
ている者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。 

４ 入札説明書等の交付 
本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書等を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市民局区政推進部 

担当 渡邉、榎本 電話 ０４８（８２９）１８３３ 

⑵ 交付期間 
告示の日から令和７年１２月４日（木）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時から

午後４時まで） 
⑶ 交付費用 

無償 
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⑷ 交付方法 
ＣＤ－ＲＯＭ又は電子データ 

 ⑸ その他 
郵送又は電子メールによる交付を希望する者は、⑵の期間内に、⑴の電話番号に連絡すること。 

５ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 
本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類及び提出方法 

入札説明書に記載のとおりとする。 
⑵ 受付期間 

告示の日から令和７年１２月４日（木）まで（休日を除く午前９時から午後４時まで） 
６ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより交付するものとする。なお、電子入札シス  
テムにより通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市民局区政推進部 
電話 ０４８（８２９）１８３３ 

⑵ 交付日時 
令和７年１２月１０日（水）午前８時３０分から午後４時３０分まで  

⑶ その他 
郵送希望者については、５の書類提出時において返信用封筒に１１０円切手を貼付し、申し出 

た場合のみ受け付けるものとする。 
７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札書の提出方法及び提出期間 

ア 提出方法 
原則として電子入札システムにより行うこと。なお、入札に参加を希望する者が電子入札シ  

ステムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送又は持参による紙での入札を受け付  
ける。 

イ 提出期間 
令和７年１２月１８日（木）午前８時３０分から令和７年１２月１９日（金）午後５時まで

（持参の場合は、休日を除く午前８時３０分から午後５時まで。郵送の場合は、提出期間内必

着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。） 
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ウ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先 
〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市民局区政推進部 

⑶ 開札の日時及び場所 
ア 日時 

令和７年１２月２２日（月）午前１０時００分 
イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市民局区政推進部 
⑷ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３  
年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑸ 落札者の決定方法 
さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範 

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 
⑺ 契約事務を担当する課（問合せ先） 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市民局区政推進部 
電話 ０４８（８２９）１８３３  ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９２ 

８ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

否 
９ その他 

⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 
⑵ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑶ 契約条項等は、さいたま市市民局区政推進部及びホームページにおいて閲覧できる。 
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 
 

 

〔水道局〕 

○特定調達契約に係る一般競争入札の公告 

さいたま市水道局公告（調達）第１５号 
次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。 

令和７年１１月１７日 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html
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さいたま市水道事業管理者 小 島 豪 彦 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
  水道局統合型構内電話交換機等賃貸借 
⑵ 借入場所 

ア さいたま市浦和区常盤６－１４－１６   水道庁舎  
  イ さいたま市浦和区針ヶ谷１－１８－２  針ヶ谷庁舎  
  ウ さいたま市北区盆栽町２００－１    北部水道営業所  
  エ さいたま市北区東大成町２－４４５－１   水道総合センター  
  オ さいたま市見沼区御蔵１５６７－１      配水管理事務所 
⑶ 特質等 

入札説明書のとおり 
⑷ 借入期間 

令和８年１１月１日から令和１４年１０月３１日まで（７２か月） 
２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 
⑴ 令和７年度さいたま市の特定調達契約に係る物品等の競争入札の参加資格に関する審査を受け、

業種表・営業品目一覧のうち、業務区分「賃貸」、営業品目（大分類）「ＯＡ機器・用品」内の営

業品目（小分類）「ＯＡ機器（パソコン除く）」の資格を有すると認められた者であること。なお、

令和７・８年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品等）（以下「名簿」という。）に同営業

品目で登載されている者については、この審査を受けたものとみなす。名簿に登載のない者（当

該営業品目について登載がない者を含む。）は、さいたま市水道局業務部管財課に所定の様式によ

り、令和７年１１月２８日（金）までに資格審査の申請を行うこと。 
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/010/005/p015031.html 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 
⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市水道局物品納入等及び委託業務業者入札参加

停止要綱（平成１９年さいたま市水道局制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結

する契約からの暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外

の措置を受けている期間がない者であること。 
⑷ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑸ 開札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 
⑹ 仕様書の内容を遵守し、賃貸借された納入機器を設置及び設定し、常時正常な状態又は十分に

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/010/005/p015031.html
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機能が働く状態に維持し、万一問題が生じた場合、即時に対応ができること。 
３  入札手続の方法  

本入札は、さいたま市物品調達等電子入札運用基準（令和７年さいたま市制定）に基づき、入札

手続を埼玉県電子入札共同システム（以下「電子入札システム」という。）により行う。電子入札シ

ステムで利用可能な電子証明書（ＩＣカード）を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了し

ている者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。 
４ 入札説明書等の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書等を交付するものとする。 
⑴ 交付方法 

さいたま市ホームページ及び埼玉県入札情報公開システム（以下「情報公開システム」という。）

に掲載する。 
https://www.city.saitama.lg.jp/001/006/002/050/001/002/080/p118383.html 

⑵ 交付期間 
公告の日から令和７年１２月９日（火）まで 

⑶ 交付費用 
無償 

５ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 
本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 競争参加資格確認申請書（電子入札システムを利用する場合） 
イ 競争入札参加申込兼資格確認申請書（電子入札システムが利用できない場合） 

⑵ 受付期間 
令和７年１１月１７日（月）午前９時から令和７年１２月９日（火）午後４時まで（持参の場

合は、さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定

する休日を除く午前９時から午後４時まで） 
⑶ 提出方法 

原則として電子入札システムにより行うこと。その場合、⑴アを電子入札システムより提出す

ること。 
なお、入札に参加を希望する者が電子入札システムにより入札参加を行うことができない場合

は、郵送、持参又は電子メールにより⑴イの提出を受け付けるものとする。 
⑷ 郵送、持参又は電子メールによる受付場所 

〒３３０－８５３２ さいたま市浦和区常盤６－１４－１６ さいたま市水道局業務部管財課

契約係 
電子メールアドレス keiyaku-suido-kanzai@city.saitama.lg.jp 

６ 競争入札参加資格の結果通知 

確認審査終了後、競争入札参加資格の結果は、電子入札システムにより交付するものとする。な

お、電子入札システムにより通知できない者にあたっては、次のとおり交付するものとする。 

https://www.city.saitama.lg.jp/001/006/002/050/001/002/080/p118383.html
mailto:keiyaku-suido-kanzai@city.saitama.lg.jp
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⑴ 交付場所 
５⑷に同じ 

⑵ 交付日時 
令和７年１２月１９日（金）午前９時から午後４時まで 

⑶ その他 
郵送希望者については、５の書類提出時において返信用封筒（角形２号封筒又はこれに類する

寸法のもの）に１８０円切手を貼付し、申し出た場合のみ受け付けるものとする。 
７ 仕様書等に関する質問及び回答  

仕様書等に関して質問がある場合は、さいたま市ホームページ（４⑴に同じ）又は情報公開シス

テムから質問書をダウンロードし、次のとおり提出すること。 
⑴ 提出先 

〒３３０－８５３２ さいたま市浦和区常盤６－１４－１６ さいたま市水道局業務部管財課

契約係 
電話 ０４８（７１４）３０８０ ＦＡＸ ０４８（８３２）３３３６ 
電子メールアドレス keiyaku-suido-kanzai@city.saitama.lg.jp 

⑵ 受付期間 
公告の日から令和７年１２月９日（火）午後４時まで 

⑶ 提出方法 
電子入札システム、電子メール又はＦＡＸ 

⑷ 回答方法 
仕様書等に関する質問及び回答は、令和７年１２月１９日（金）に電子入札システムにおいて行

う。やむを得ない理由により、電子入札システムにおいて仕様書等に関する質問を行うことがで

きない場合は、郵送または電子メールによる質問書の提出を行うことができる。この場合、回答

は文書にて送付し、併せて質問及び回答を情報公開システムに掲示する。 
８ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
ア 原則として電子入札システムにより行うこと。なお、入札に参加を希望する者が電子入札シ

ステムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送（一般書留又は簡易書留等）による

紙での入札を受け付ける。 
イ  提出期間は、令和７年１２月２２日（月）午前９時から令和８年１月７日（水）午後５時ま

でとする。 
ウ  単価（月額）で行う。入札金額は、賃借料及び保守料を合算した１月当たりの額を記入する

こと。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に

相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨

てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税

事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額（月額）の１１０分の１００に

相当する金額を入札書に記載すること。 
エ 内訳書については、落札者となった場合に提出を行うものとする。 

⑵ 郵送の場合の入札書の到達期限及び提出先 

mailto:keiyaku-suido-kanzai@city.saitama.lg.jp
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ア 到達期限 
令和８年１月７日（水）午後５時までに書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出するこ

と。 
イ 送付先 

５⑷に同じ 
⑶ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和８年１月８日（木）午前９時３０分 

イ 場所 
さいたま市浦和区常盤６－１４－１６ さいたま市水道局水道庁舎２階入札室 

⑷ 入札保証金 
見積もった金額（月額（税込み））に月数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただ

し、さいたま市水道局契約事務規程（平成１３年さいたま市水道部企業管理規程第３４号、以下

「契約事務規程」という。）第２２条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑸ 入札保証金免除申請 

ア 提出書類 
入札説明書のとおり 

イ 申請期間 
５⑵に同じ 

⑹ 落札者の決定方法 
契約事務規程第２４条の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をも

って有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑺ 入札の無効 

契約事務規程第２７条及びさいたま市水道局特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１

５年さいたま市水道局制定）第１５条に該当する入札 
⑻ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－１４－１６ さいたま市水道局業務部管財課 
電話 ０４８（７１４）３０８０ ＦＡＸ ０４８（８３２）３３３６ 

⑼ 業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－１４－１６ さいたま市水道局業務部営業課 
電話 ０４８（７１４）３０８４ ＦＡＸ ０４８（８３２）３３４４ 

９ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額（月額（税込み））に月数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、

契約事務規程第６条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

否 
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１０ 入札に関する注意事項 
⑴ 入札参加資格者の確認 

入札参加資格がある旨の通知を受けた者であっても、入札時点において参加資格がない者は、

入札に参加できない。 
⑵ 入札回数等 

ア 再度入札は、１回までとする。 
イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。 
ウ 再度入札には、初回の入札で無効とされた者は参加できない。 

⑶ 入札の辞退 
入札参加資格がある旨の通知を受け取った後であっても、入札を辞退することができる。 

⑷ 独占禁止法関係法令の遵守 
入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４

号）等に違反する行為を行ってはならない。 
⑸ その他 

ア 一度提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回することはできない。 
イ 落札とすべき同額の入札をした者が２者以上いるときは、直ちに、電子くじにより落札者を

決定する。 
１１ その他 

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 
⑵ 契約条項等（契約事務規程等）は、さいたま市水道局業務部管財課において閲覧できる。 
⑶ 詳細は、入札説明書による。 

１２ Summary 

⑴ Lease contract for tender: 

  Private branch exchange system for Saitama City Waterworks Bureau 

⑵ Date and time of tender: 

January 8, 2026, 9:30 a.m. 

⑶ Contact point for the notice: 

Contract Section, Property Management Division, Department of Operation, 

Saitama City Waterworks Bureau 

6-14-16 Tokiwa, Urawa Ward, Saitama City, Saitama Prefecture, 330-8532, Japan 

Tel: 048-714-3080 


